
仙台市榴ケ岡市民センターで検索または 

https://www.sendai-shimincenter.jp/miyagino/tsutsujigaoka/index.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年 2月１日発行 
〒983-0842 仙台市宮城野区五輪 1-3-1 

TEL 299-5666 FAX 299-5690 

市民センターだより 2月号 
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※講座の受講者募集等でいただいた個人情報は、講座運営以外には使用いたしません。用紙はリサイクルできます。 

受講生募集 

第３回 榴岡公園サポーターズ 

日時：令和８年３月７日（土）10:00～11:30 

場所：榴ケ岡市民センター ミーティングルーム１ 

対象：どなたでも ２０名程度 

申込：令和８年２月７日（土）１０：００～ 

     榴ケ岡市民センター窓口または電話にて受付 

令和 8年度 使用料減免登録申込みが始まります 
＊登録受付期間 令和 8年 2月 1日(日)から令和 8年 2月 2８日(土)まで 

手続きに必要な書類等 

新規申込 継続申込 

町内会 町内会以外 
10割減免 

（2～5項の団体除く） 
5割減免 

①仙台市市民センター使用料減免登録申込書 ○ ○ ○ ○ 

②会則 ― ○ ― ○ 

③事業計画書 ＊直近のもの ― ○ ― ○ 

④名簿  

＊氏名・住所が記載されている最新のもの 
― ○ ― ○ 

⑤減免登録証の写し ― ― ○ ○ 

⑥利用者カード ○ ○ ○ ○ 

＊①の用紙は当センターで用意しております。（上記以外に収支予算・決算書の提出を求める場合があります。）  

＊減免登録申込書は、主に利用をする市民センターに提出してください。 

＊減免登録申込書に記載された「会の目的・活動内容」（団体本来の活動）で市民センターを使用する場合に使用料が減免されますので、 

申込書には具体的な活動内容をご記入ください。 

＊期間内に減免登録手続きが行われない場合、７月分以降の利用について使用料が減免されない場合がありますのでご注意ください。 

＊地域利用団体登録届出書を提出する場合は、減免登録申込書と合わせて提出してください。 

令和８年度 榴ケ岡老壮大学の申込みについて 

 

１．対 象：満 60歳以上の方 (202６年 4月 1日現在) 

２．定 員：45名（応募者多数の場合は抽選）    

３．応募方法：官製はがき、または８５円切手貼付のはがき と  

申込用紙 を窓口に持参 

※募集要項・申込用紙は、2月 19日（木）より 

榴ケ岡市民センター窓口で配布します。 

☆応募期間内に窓口に来られない場合は、往復はがきの往信用の文

面に必要事項（郵便番号・氏名（ふりがな）・住所・年齢・性別・電話番

号）を記入し、榴ケ岡市民センターあてに郵送してください。 

 
４．応募期間：令和８年２月１９日（木）～３月３１日（火）（当日消印有効）   
詳細やご不明な点はお問い合わせください。 

日時：令和８年３月７日（土）10:00～11:30 

場所：榴ケ岡市民センター ミーティングルーム１ 

講師：有限会社ミドリ企画 

     代表取締役社長 尾形 伸也 氏 

対象：どなたでも(２０名程度) 

申込：令和８年２月７日（土）１０：００～ 

     榴ケ岡市民センター窓口または電話にて受付 

地域のシンボルである榴岡公園。 

イマ、榴岡公園でどんな取り組みが行われているのか、  

まちづくりと樹木管理の２つの観点からお話を聞きます。 

そのお話をふまえて、公園の魅力やミライの姿について 

みんなとカフェ気分でゆったり話し合いましょう！ 

榴ケ岡市民センター・榴岡明寿会 共催事業 

～みんなの「好き」から考える公園の未来～ 

榴岡公園のイマとミライ・カフェ 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域の方が気軽に市民センターに足を運べることを目的に 

             ３回開催しました。１回目は 

コーヒー、2 回目は写真、3 回目 

は和菓子をテーマに講師の方から 

お話を聞き、それぞれの楽しみ 

方を各自見つけました。3 回を 

通して 17 人の方が市民センター 

デビューを果たしました。 

 

 

●種目：バドミントン・卓球ができます。  ※用具とシューズはお持ちください。 
・使用料：1回の受付につき 2時間 一般 240円、小中学生 120円 

・他種目（バスケットボール、バレーボールなど）ではご利用できませんのでご注意ください。 

・同じ方が２回続けて使用することはできませんのでご注意ください。 

（他に希望者がいない場合はご利用いただけます。） 

●使用日： ２月 1日（日）・２月 8日（日） 

２月２１日（土）・２月２２日（日） 

２月２８日（土） 

●使用時間：① ９：００～１１：００（  ８：５０抽選） 

②１１：００～１３：００（１０：５０抽選） 

③１３：００～１５：００（１２：５０抽選） 

④１５：００～１７：００（１４：５０抽選） 

 ※使用日・使用時間はやむを得ず変更になる場合があります。詳細はお問い合わせください。 

２月の体育館個人使用日 

講座のご報告 

２日（月）、９日（月）、１２日（木）、１６日（月）、２４日（火） 

個人使用日は、２時間ごとに使用時間枠を設け、使用希望者

が多い場合、各使用開始時間の 10分前に抽選します。 

2月の休館日： 

よ
る
も 

榴
ケ
岡 

ひ
る
も 

シ
ー
ズ
ン
５ 

第１回（6/25） 

第２回（9/6） 第３回 

（12/14） 

講師：道川正貴さん 

講師：西垣信彦さん 

講師：大沼英樹さん 

 昨秋の連休、当館にきょろきょろと何かを探

すご様子の来館者がありました。講座申し込み

かサークルの見学かしらと職員が尋ねたとこ

ろ、「ここにカフェがあるはずなんですが…」。 

 

 

 たしかに、好みの珈琲を探求したり、和菓子

を学び抹茶を楽しんだり、喫茶な講座が多い一

年でしたし、ここはふらり立ち寄れるカフェが

あると嬉しい場所でもあります。しかし、カフ

ェをオープンする事業はなかったはずです。 

 職員が、不思議に思い Google Map で調べて

みると、なるほどここがなんとかカフェという

お店になっていました。榴岡公園内のイベント

で来ていたキッチンカーがしるされてそのまま

残ってしまったのかもしれません。 

 “カフェ”という言葉には喫茶の他に、集い交 

    流する場という意味もあります。 

当館が良い出会いや素敵な邂

逅を生む場所として機能す

るよう、“カフェ榴ケ岡”で

ありたいものです。（関沢） 

ンガクシャかと思った。 

また、１２月１３日、榴岡小学校で開催された「つつ

じがおかワイワイ冬まつり」に主催事業「東口ゆうえ

んち」が参加しました。人気企画の段ボール魚釣りと

紙コップ工作を通して企画員やボランティア学生の

協力の元いつも東口ゆうえんちに参加してくれてい

る子どもたちはもちろん、まだ来たことがない子ど

もたちにも楽しんでもらえる機会になりました。 

 １１月２３日（日）、東口ゆうえんち「こうさくえす

と」を開催しました。「こうさくえすと」は『工作』と

『クエスト』を合わせた今年度の新しいイベントで

す。子どもたちは宝箱の在りかを見つけるべく、同

じチームのメンバーや企画員と協力して真剣に工

作やクイズに取り組んでいました。また、市民セン

ター全体が遊び場となり非日常的な中で遊びと学

びを楽しむ子どもたちの姿が見られました。参加

者からは「色々な遊びが楽しめて良かった。」とい

う感想が聞かれ、新企画でありながらも１つの会場

で複数の遊びができる、まさに「ゆうえんち」のよ

うな空間を作ることができました。 
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